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【大生院の人口と世帯】 

(令和３年１２月末日現在) 

人口 ３，７５４人 

(男)  １，７８５人 

(女)  １，９６９人 

世帯   １，８３５世帯 

 

 

 
 

６日(水)  老人クラブ定例会            ９：３０～ 

８日(金)  小・中学校始業式 

        小学校入学式 

      公民館団体・サークル説明会      ①１３：３０～ 

②１９：００～ 

１１日(月) 中学校入学式 

１２日(火) メルヘンクラブ（中止） 

学校開放利用者説明会         １９：００～ 

１６日(土) 狂犬病予防集合注射           ９：００～ 

２０日(水) 民生児童委員協議会定例会       １９：３０～ 

２３日(土) 渦井せせらぎ食堂          １２：００～ 

２５日(月) 連合自治会長会           １９：３０～ 

２９日(金) 昭和の日(休館日) 

 

 

場 所 日にち 時 間 

大生院小学校 １２(火)・２６(火) １３:００～１３:４0 

大生院 

市営住宅公園 
５(火)・１９(火)  ９:２０～１０:００ 

 

令和３年度公民館功労者表彰を受賞されました。 

おめでとうございます。 

公民館活動に御尽力くださりありがとうございます。 

今後共、宜しくお願いいたします。 
 

 

日 時  ４月８日（金） 

①１３：３０～ ②１９：００～ 

 場 所  和室Ⅱ 

 

日 時  ４月１２日（火） １９：００～ 

 場 所   ２F多目的室 

 

グレース第二幼稚園  １名 

 大生院保育園    ９名 

 大生院小学校   ３１名 

 大生院中学校   ４５名 

 

日 時：令和４年４月１６日(土) ９：００～９：３０ 

場 所：大生院公民館駐車場 

料 金：狂犬病予防集合注射   ３，１００円(1 頭) 

     犬の登録(未登録の犬のみ) ３，０００円(1 頭) 

問合先：新居浜市役所 環境衛生課 ☎６５－１５１２ 

 

※公民館での行事につきましては、新型コロナウイルス感染症

の状況によって中止・延期等変更の場合があります。 

ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

谷村 ツユ子様    

国田 俊行 様 

 

稲荷山、春色に裾から山へと衣替え。今年のこの季節、地域の皆さん 

方から戴いたご協力・ご支援に感謝しながらの定年退職となりました。 

自分なりに考え、自分なりにその時々をやってきた８年間です。 

十分なことが出来ず、今後に、地域おこし、防災対策、子育て支援と 

これからの地域として考えることが山積しています。コロナ禍の折、 

やむを得ず人と人の接触が制限され、コミュニティが後退傾向にあり、 

また子供たちの成育にも影響が心配されるところです。 

コロナ禍の終息時には、地域みんなでコミュニケーションをとり、 

一歩々々明るい未来に向かって進まれることを期待しております。 

みんなで進める大生院！最後に一言、重ね重ねありがとうございます。 

 

「退任のご挨拶」 

」退任のご挨拶 大生院公民館 前館長 松本 彰  

「就任ご挨拶」 

 

 この度、前任の松本館長の後を受け、館長に就任しました 

神野剛です。社会教育、生涯教育の一角を担う公民館活動と 

いう大役を担うことになりますが、地域の人々に気軽に利用 

していただき、地域の絆がより深まり、そして交流の輪が 

広がっていくような公民館活動を目指して、微力ではありま 

すが皆様とともに力を合わせて進めてまいりたいと思います。 

 地域の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の 

終息が見えない中でのスタートとなりますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げて、就任のご挨拶とさせていただきます。 

 

大生院公民館 館長 神野 剛 

～ お世話になりました ～ 

大生院公民館 主事補 藤田 弥佳 

この度、3月 31 日をもちまして退職いたしました。 

平成２９年より５年間大変お世話になりました。 

地域の方々とふれあい、いろいろなことを学び、経験させて 

頂きました。至らないところもあったかと思いますが、 

あたたかく接していただき感謝しています。 

本当にありがとうございました。 

（上記時間のいずれかにご出席ください。） 
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４月１２日(火)に開講式を予定していましたが、 

新型コロナウイルス感染症が流行しているため中止します。 

 皆さん元気でお過ごしください。 
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【
題
】「
発
見
」「
案
内
」「
自
由
吟
」 

第５５回にいはま春の市民文化祭を次のとおり開催します。 

ぜひご来場ください。 

 

 

 

 

校区の皆さまには、公民館活動にご協力をいただきまして有難うございました。 

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症対策で公民館の休館もあり、文化祭も見送りましたがセミナーや 

三世代交流など開催することが出来ました。令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策をしながら取り組み 

たいと思いますのでご協力お願いいたします。                             

                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

郷土の歴史と文化 

（近藤篤山の孝道を訪ねて） 

くらしのセミナー 

（グラスアート） 

子育て支援セミナー 

（メルヘンクラブ） 

高齢者いきいきセミナー 

（映画上映会） 

大生院校区まちづくり事業 

（イルミネーション点灯） 
スポーツ健康教室 

（ボッチャ） 

三世代交流事業 

（しめ縄作り） 

４月９日（土） １３：００～ 市民文化センター中ホール 

民謡、日舞、フラダンス、詩吟、尺八、ダンス 

 ４月１６日（土）１３：００～ 市民文化センター大ホール 

日舞、尺八、詩吟、筝曲、フラダンス、バレエ 

４月１７日（日）１３：００～ 市民文化センター大ホール 

和太鼓、三味線、クラシックギター、舞踊、フラダンス、 

よさこいダンス 

４月２４日（日） １４：００～ 市民文化センター大ホール 

（新居浜市民吹奏楽団スプリングコンサート）入場無料 

 

入場無料 

 

第３部： 

第１部： 

第４部： 

第２部： 

 ４月９日（土）～１７日（日） ９：３０～１７：００ 

※最終日は１５：００まで、１１日（月）は休館日 

書道・日本画・洋画・工芸・写真・デザイン・版画・ 

絵手紙・文芸 

※華道の会期は、９日（土）１０日（日）、１３日（水）１４日

（木） 

 

大生院公民館職員一同 

 

 

入場料無料 お茶会： ４月１６日（土）１０：３０～１５：００    

呈茶料： ２５０円 

      場 所：  あかがねミュージアム 

    

場所 あかがねミュージアム 

 

会 期： 

【住宅用火災警報器の取付けの流れ】 

（１） 家電量販店やホームセンター等で「煙式」の住宅用火災警報器        

を購入する。 

各個人において事前に住宅用火災警報器を購入してください。 

（２） 購入後、消防本部予防課へ連絡する。 

（３） 取付け日時 平日 9:30～17:00 の間(土日祝日を除く） 

ご希望の取付け日時を決定してください。 

※火災予防条例により（寝室等）には「煙式」の住宅用火災警報器を 

設置することが義務付けられています。購入する際には必ず設置 

必要個数を購入するよう注意してください。また、リビングや台所へ 

の取付けもお勧めします。そして、住宅用火災警報器は義務設置に 

なってから約１０年が経過しましたので、すでに設置されている 

ご家庭につきましては１０年を目安に新しいものと取替えてください。 
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（
日
）】 

大
生
院
商
工
会
よ
り
お
知
ら
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大生院公民館で開催していた絵画教室「アートクラブ院」は、 

令和４年３月末をもって終わらせていただく運びとなりました。 

平成１４年４月より、まる２０年間皆様方には大変お世話になり

ましたことをこころより御礼申し上げます。 

季節柄、オミクロンの中、皆様のご自愛をお祈り申し上げます。 

寝室及び二階に寝室がある場合の階段は「義務設置」寝室以外

は「自主設置」 

 

 

館報３月号で『うずい川美化活動

についての標語表彰式』の写真が 

誤っていましたので訂正させて頂 

きます。 

申し訳ありませんでした。 

 

住宅用火災警報器を「まだ設置していない」若しくは「機器を交換 

したい」場合は、各個人で機器を購入して取付けや交換することと 

なりますが、６５歳以上の世帯又は個人で「取付け」が困難な方に 

つきましては消防職員による無料の取付け支援を令和４年４月から 

実施します。取付けを希望される方は消防本部予防課（６５－１３４２）へ 

申し込みしてください。 

 

芸能の部 

 

美術の部 

 

アートクラブ院絵画教室 山内 恵子 


